
令
和
元
年
七
月
五
日
受
領

答
弁
第
三
〇
六
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
三
〇
六
号

令
和
元
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
で
議
論
さ
れ
る
「
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
」
と
国
立
病
院
機
構
の

使
命
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
で
議
論
さ
れ
る
「
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
」
と
国
立
病
院
機

構
の
使
命
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
」
（
以
下
「
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
、
厳
密
に

定
義
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医
学
的
妥
当
性
や
経
済
性
等
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
医
薬
品
の
使
用
方

針
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
確
立
し
た
定
義
や
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
確
立
し
た
考
え
方
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
現
時
点
で
は
、
フ

ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
に
関
す
る
①
「
国
立
病
院
機
構
な
ど
公
的
病
院
が
率
先
し
て
導
入
し
・
・
・
院
内
策
定
の
手
引
き
な
ど
を

示
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
、
②
「
国
立
病
院
機
構
に
あ
っ
て
も
・
・
・
策
定
で
き
な
い
具
体
的
な
要
因
が
あ
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
・
・
・
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
」
、
③
「
地
域
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
な
る
医
薬
品
リ
ス
ト
を
地
域
に
お
い
て
は
誰
に
策

定
さ
せ
る
つ
も
り
で
い
る
の
か
」
及
び
④
「
地
域
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
な
る
も
の
は
、
保
険
者
が
中
心
と
な
っ
て
策
定
し
、

当
該
保
険
者
に
加
入
す
る
被
保
険
者
が
医
療
を
受
給
し
た
際
に
使
用
で
き
る
薬
剤
を
限
定
さ
せ
る
リ
ス
ト
と
考
え
て
い
る
と

い
う
理
解
で
よ
い
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
の

一



診
療
報
酬
上
の
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
お
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


